
新型コロナウイルス感染症患者
（中等症・重症患者）への

診療報酬における対応について
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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の特例的な対応
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A205
救急医療管理加算
（950点/日）入院を必要とする

新型コロナウイルス
感染症患者

A210の２
二類感染症患者入院診療
加算
（250点/日）
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○ 必要な感染予防策を講じた上で
実施される外来診療を評価

○ 新型コロナウイルス感染症患者の外来診療及び入院管理について、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対
策」を踏まえた診療報酬上の特例的な対応は、以下のとおり（令和２年４月８日付け事務連絡発出）。

※ 個室又は陰圧室において受け入れた場合については、二類感染症患者療養環境特別加算（200～500点/日）を算定できることを明確化。
※ 感染症病棟及び一般病棟のみで新型コロナウイルス感染症患者を受け入れることが困難な場合が想定されることを踏まえ、地域包括ケア病棟入院料を算定する病
棟又は療養病棟入院基本料を算定する病棟に新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた場合については、それぞれ、在宅患者支援病床初期加算（300点/日）又は
在宅患者支援療養病床初期加算（350点/日）を算定できることを明確化。

○ 入院を必要とする新型コロナウイルス
感染症患者に対する診療を評価

○ 必要な感染予防策を講じた上で実施さ
れる診療を評価

● 特例的に、14日間まで算定
できることとする

感染症病棟、一般病棟

※

中 医 協 総 － ６
２．４．８（改）



新型コロナウイルス感染症患者（中等症・重症）の受入れに係る特例的な対応（案）
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○ 中等症・重症の新型コロナウイルス感染症患者の増加に対応可能な医療体制の構築に向けて、重症患者の診療
に係るさらなる評価や、患者の重症化や他の患者への感染拡大を防ぐための管理及び医療従事者の感染リスクを
伴う診療の評価等が必要であることを踏まえ、特例的に以下の対応をすることとしてはどうか。

１．重症の新型コロナウイルス感染症患者の治療に係る評価
● ＥＣＭＯ（体外式心肺補助）や人工呼吸器（持続陽圧呼吸法（ＣＰＡＰ）等を含む。）による管理等、呼吸器を中心とした多
臓器不全に対する管理を要する患者への診療の評価が必要
→ 特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院している重症の新型コロナウイルス感染症患者（※ＥＣＭＯや
人工呼吸器による管理等を要する患者）に対する治療への評価を２倍に引き上げることとする。

→ また、特定の患者については、より長期間高い評価とする。

３．新型コロナウイルス感染症患者の受入れに伴い必要な手続き等への柔軟な対応
● 通常の入院医療とは異なる体制を、それぞれの患者の状態や、医療機関全体での受入体制を臨機応変に整え
ることが必要

→ ハイケアユニット入院医療管理料等について、同等の人員配置とした病床において、簡易な報告により、
入院料を算定することができることとする。

→ 救命救急入院料について、通常は、院内からの転棟の場合は算定できないが、患者の同意を得た上で、入
院経路を問わず算定できることとする。

２．患者の重症化等を防ぐための管理及び医療従事者の感染リスクを伴う診療の評価
● 中等症以上の患者（※酸素療法が必要な患者を想定）の重症化や、他の患者及び医療従事者への感染を防ぐことが必要

→ 中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者については、救急医療管理加算の２倍相当（1,900点）の加算
を算定できることとする。

● 医療従事者の感染リスクを伴う診療の評価が必要

→ 人員配置に応じて、追加的に二類感染症患者入院診療加算に相当する加算を算定できることとする。



特例的な対応①（重症の新型コロナウイルス感染症患者の治療に係る評価）
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○ 新型コロナウイルス感染症患者の受入れに係る特例的な入院料の取扱いのうち、重症の新型コロナウイルス感
染症患者の治療に係る評価については、以下のとおり。

１．重症の新型コロナウイルス感染症患者の治療に係る評価について
● ＥＣＭＯ（体外式心肺補助）や人工呼吸器（持続陽圧呼吸法（ＣＰＡＰ）等を含む。）による管理等、呼吸器を中心とした多臓器不全に対する
管理を要する患者への診療の評価として、
・ 救命救急入院料、特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料を算定する病棟において、人工呼吸器管理等を
要する患者については、下記の点数を算定できることとする。

現在

救命救急入院料１ イ ３日以内の期間 10,223点

ロ ４日以上７日以内の期間 9,250点

ハ ８日以上14日以内の期間 7,897点

救命救急入院料２ イ ３日以内の期間 11,802点

ロ ４日以上７日以内の期間 10,686点

ハ ８日以上14日以内の期間 9,371点

特定集中治療室管理料１ イ ７日以内の期間 14,211点

ロ ８日以上14日以内の期間 12,633点

特定集中治療室管理料３ イ ７日以内の期間 9,697点

ロ ８日以上14日以内の期間 8,118点

ハイケアユニット入院医療管理料 入院料１ 6,855点

入院料２ 4,224点

特例的な対応

救命救急入院料１ イ ３日以内の期間 20,446点

ロ ４日以上７日以内の期間 18,500点

ハ ８日以上14日以内の期間 15,794点

救命救急入院料２ イ ３日以内の期間 23,604点

ロ ４日以上７日以内の期間 21,372点

ハ ８日以上14日以内の期間 18,742点

特定集中治療室管理料１ イ ７日以内の期間 28,422点

ロ ８日以上14日以内の期間 25,266点

特定集中治療室管理料３ イ ７日以内の期間 19,394点

ロ ８日以上14日以内の期間 16,236点

ハイケアユニット入院医療管理料 入院料１ 13,710点

入院料２ 8,448点

● 新型コロナウイルス感染症患者のうち、次の状態の患者については、それぞれ次の日数を上限として、救命救急入院料又は特定
集中治療室管理料を算定できることとする。
・ 急性血液浄化（腹膜透析を除く。）を必要とする状態、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する患者に
ついては、21日

・ 体外式心肺補助（ＥＣＭＯ）を必要とする状態の患者については、35日

ＥＣＭＯや
人工呼吸器
による管理
等を要する
患者



4,250点
3,982点

7,355点

20,394～
17,236点※

29,422～
26,266点※24,604～

19,742点※

14,210点※

8,948点※

4,724点
3,300点

特例的な対応②（患者の重症化等を防ぐための管理及び医療従事者の感染リスクを伴う診療の評価）
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○ 新型コロナウイルス感染症患者の受入れに係る特例的な入院料の取扱いのうち、患者の重症化等を防ぐための
管理及び医療従事者の感染リスクを伴う診療の評価については、以下のとおり。

２．患者の重症化や感染拡大を防ぐための管理及び医療従事者の感染リスクを伴う診療の評価について
● 中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者については、患者の重症化や他の患者及び医療従事者への感染拡大を防ぐための管
理の評価として、救急医療管理加算の２倍相当（1,900点）の加算を算定できることとする。

● 人員配置に応じて、追加的に二類感染症患者入院診療加算に相当する加算を算定できることとする。

救命救急入院料 特定集中治療室管理料
ハイケアユニット
入院医療管理料

急性期一般入院基本料
（中等症以上の患者）

急性期一般入院基本料
（軽症の患者）

（参考・従来の評価）
急性期一般入院基本料

治療室内に常時医師配置 治療室内に常時医師配置 医療機関内に常時医師配置 （医師配置の基準なし） （医師配置の基準なし） （医師配置の基準なし）

入院料２ 23,604～18,742点
（看護配置２対１）

入院料１ 20,446～15,794点
（看護配置４対１）

＋1,000点（入院料１：500点）

入院料１ 28,422～25,266点
（看護配置２対１）

入院料３ 19,394～16,236点
（看護配置２対１）

＋1,000点

入院料１ 13,710～6,855点
（看護配置４対１）

入院料２ 8,448～4,224点
（看護配置５対１）

＋500点

1,650～1,382点＋450点
＋1,900点＋250点

（看護配置７対１～10対１）

1,650～1,382点＋450点
＋950点＋250点

（看護配置７対１～10対１）

1,650～1,382点＋450点
（看護配置７対１～10対１）

重症患者

中等症患者

軽症患者

3,032点
1,832点

2,100点

20,946～
16,294点※

10,697～
9,118点

15,211～
13,633点

10,723～
8,397点

12,802～
10,371点

※人工呼吸器管理等を要する患者



特例的な対応③（受入れに伴い必要な手続き等への柔軟な対応）

○ 新型コロナウイルス感染症患者の受入れに係る特例的な入院料の取扱いのうち、受入れに伴い必要な手続き等
への柔軟な対応については、以下のとおり。

３．新型コロナウイルス感染症患者の受入れに伴い必要な手続き等への柔軟な対応について
● 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたため又は受入体制を整えるために、救命救急入院料、特定集中治療室管理料及びハ
イケアユニット入院医療管理料と同等の人員配置とした病床において、新型コロナウイルス感染症患者又は本来当該入院料を算定
する病床において受け入れるべき患者を受け入れた場合には、それぞれの入院料に係る簡易な報告（※）を行うことにより、該当
する入院料を算定することができることとする。
※ 上記入院料の運用開始に当たっては、運用開始の日付及び人員配置等を、届出様式を活用して報告する（イメージ：下表）。

● また、救命救急入院料について、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等により、当該医療機関内の特定集中治療室管理料等
を算定する病棟に入院できない場合には、患者の同意を得た上で、入院元を問わず救命救急入院料を算定できることとする。

● なお、該当する入院料の算定に当たっては、患者又はその家族等に対して、その趣旨等を十分に説明すること。

現在

ハイケアユニット入院医療管理料１又は２ １又は２を選択

専任の常勤医師名 ●●●●（氏名）

当該病院の一般病棟の平均在院日数 ●日

当該治療室の病床数 ●床

当該治療室の入室患者の状況

① 入室患者延べ数 ●名

② ①のうち重症度、医療・看護必
要度の基準を満たす患者の延べ数

●名

③ ②／① ●％

当該治療室の看護師数 ●名

当該治療室の勤務態勢

日勤 ●名

準夜勤 ●名

深夜勤 ●名

当該治療室に常設されている装置・器具の
名称・台数等

救急蘇生装置

除細動器

心電計

呼吸循環監視装置

特例的な対応（※運用開始の日付及び網掛け以外の項目を報告する）

ハイケアユニット入院医療管理料１又は２ １又は２を選択

専任の常勤医師名 ●●●●（氏名）

当該病院の一般病棟の平均在院日数 ●日

当該治療室の病床数 ●床

当該治療室の入室患者の状況

① 入室患者延べ数 ●名

② ①のうち重症度、医療・看護必
要度の基準を満たす患者の延べ数

●名

③ ②／① ●％

当該治療室の看護師数 ●名

当該治療室の勤務態勢

日勤 ●名

準夜勤 ●名

深夜勤 ●名

当該治療室に常設されている装置・器具の
名称・台数等

救急蘇生装置

除細動器

心電計

呼吸循環監視装置 6

【例：ハイケアユニット入院医療管理料の届出の場合】



救命救急入院料等の主な施設基準
点数 主な施設基準 看護配置 必要度 その他

救命救急入院料

入院料１
～３日 10,223点

・専任の医師が常時勤務
・手術に必要な麻酔科医等との連絡体制

４対１
ＩＣＵ用
測定評価

救命救急
センター
を有して
いること

～７日 9,250点

～14日 7,897点

入院料２
～３日 11,802点

・救命救急入院料１の基準を満たす
・特定集中治療室管理料１又は３の基準を満たす ２対１

ＩＣＵ用
８割

～７日 10.686点

～14日 9,371点

入院料３
～３日 10.,223点

・救命救急入院料１の基準を満たす
・広範囲熱傷特定集中治療を行うにふさわしい設備・医師 ４対１

ＩＣＵ用
測定評価

～７日 9,250点

～14日 7,897点

入院料４
～３日 11,802点

・救命救急入院料２の基準を満たす
・広範囲熱傷特定集中治療を行うにふさわしい設備・医師

２対１
ＩＣＵ用
８割

～７日 10.686点

～14日 9,371点

特定集中治療室
管理料

管理料１

～７日 14,211点 ・専任の医師が常時勤務（うち２人がICU経験５年以上）
・専任の専門性の高い常勤看護師が治療室内に週20時間以上
・専任の臨床工学技士が常時院内に勤務
・バイオクリーンルームであること

２対１
ＩＣＵ用
８割

－

～14日 12,633点

管理料２
～７日 14,211点 ・特定集中治療室管理料１の基準を満たす

・広範囲熱傷特定集中治療を行うにふさわしい設備・医師
２対１

～14日 12,633点

管理料３
～７日 9,697点 ・専任の医師が常時勤務

・バイオクリーンルームであること
２対１

ＩＣＵ用
７割

～14日 8,118点

管理料４
～７日 9,697点 ・特定集中治療室管理料３の基準を満たす

・広範囲熱傷特定集中治療を行うにふさわしい設備・医師
２対１

～14日 8,118点

ハイケアユニット
入院医療管理料

管理料１ 6,855点
・専任の常勤医師が常時勤務
・病床数30床以下

４対１
HＣＵ用
８割

－
管理料２ 4,224点 ５対１

HＣＵ用
６割
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